
 

平成１９年１２月２０日 

経 済 産 業 省 

北 海 道 経 済 産 業 局 

 

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者２社に対する 

業務停止命令について 
 

経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社教育情報社（東京都）、

株式会社Ｉ・Ｎ・Ｅ（北海道札幌市）に対し、特定商取引法の違反を認定し、

特定商取引法第２３条第１項の規定に基づき、有限会社教育情報社及び株式

会社Ｉ・Ｎ・Ｅに対して、本年１２月２０日から平成２０年６月１９日まで

の６か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部（勧誘、申込み、契約締結）

を停止するよう命じました。 

認定した２社の違反行為は、不実告知、勧誘目的等不明示、再勧誘の

禁止、威迫・困惑(※)、迷惑勧誘です。 

(※)「威迫・困惑」は有限会社教育情報社のみ 

 

 

１．有限会社教育情報社（以下「教育情報社」という。）と株式会社Ｉ・Ｎ・

Ｅ（以下「Ｉ・Ｎ・Ｅ」という。）は、主に行政書士講座等の教材の電話勧

誘販売を行っていました。２社は、過去に内職等の契約をした個人の名簿等

を使用し、消費者の自宅等に電話をかけ、消費者が過去に締結した契約金の

返金が可能で、その返金を受けるためには、新たに教材を購入する必要があ

り、資格試験に４回落ち続ければ、新たに購入した教材費用と合わせて返金

するなどと告げて、虚偽の説明を行い、勧誘を行っていました。 

 

２．また、２社は、消費者に対し、電話での勧誘に先立って、その電話が売買

契約の締結について勧誘をするためのものであること、及び、商品の種類等

について告げていませんでした。 

 

３．また、２社は、売買契約を締結しない意思を表示した消費者に対し、

さらに、その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしている

ほか、何度も又は長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷

惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。 
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４．さらに、教育情報社は、売買契約を締結させるため、消費者を威迫して困

惑させていました。 

 

５．教育情報社とＩ・Ｎ・Ｅは別会社ですが、教育情報社が自社の教材販

売業務を中断した後に、教育情報社に在籍していた者が、新たに設立さ

れたＩ・Ｎ・Ｅに移り、教育情報社と同様の違法な資格教材に関する電

話勧誘販売を行っていたものです。 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室       電話０３－３５０１－４６５７ 

北海道経済産業局消費者相談室      ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３ 
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有限会社教育情報社に対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

(1)名称：有限会社教育情報社 

(2)代表者：代表取締役 髙橋 章 

(3)所在地：札幌市中央区南１２条西２３丁目１番３５号 

       （登記上の所在地）東京都港区新橋二丁目１０番７号 

(4)資本金：３００万円 

(5)設立：平成１４年８月１９日 

（※平成１８年８月１８日「有限会社ベアー」から商号変更） 

(6)取引形態：電話勧誘販売 

(7)取扱商品：①教材（総合旅行管理者講座） 

②教材（行政書士講座） 

（以下「本件商品」という。） 

(8)売上高：約４，０００万円（平成１８年１２月～平成１９年７月） 

(9)従業員：６名 

 

２．取引の概要 

有限会社教育情報社は、本件商品の電話勧誘販売を行う際に、過去に内職

等の契約をした個人の氏名等が記載された名簿等を使用して、消費者に対し、

過去に契約した他の事業者との契約金の返金が可能であるかのように告げた

上で、その返金を受けるためには、本件商品の購入が必要であり、資格試験

に４回落ち続ければ、本件商品の購入代金と合わせて返金されるなどと虚偽

の説明を行い、勧誘を行っていた。  

また、同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、その電話が売買契約

の締結について勧誘をするためのものであること及び本件商品の種類につい

て告げていなかった。 

また、同社は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、

その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていたほか、何度も

執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし

ていた。 

さらに、同社は、消費者を告訴し、会社への名誉毀損で訴えるので裁判に

なるなどと告げて、消費者を威迫して困惑させていた。 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

 (1)業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、 

次の業務を停止すること。 
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①売買契約の締結について勧誘をすること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

 (2)業務停止命令の期間 

平成１９年１２月２０日から平成２０年６月１９日まで（６か月間） 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

 (1)不実告知（特定商取引法第２１条第１項） 

  ①顧客が売買契約の締結を必要とする事情に関する事項（同項第６号） 

 同社は、消費者に対し、「以前ポスティングの仕事をしていたと思うので

すが、１年以内に収入がない場合、契約金の返金があるということはご存知

だったでしょうか。」などと、過去に契約した他の事業者との契約金の返金

が可能であるかのように告げた上で、「契約金の返金は現金では返すことが

出来ません。それは、現金で返すと横流しになります。ですから、違う形で

返金したいのです。○○さんに旅行業務取扱管理者試験の教材を買って貰い、

資格試験に合格したら返金します。」と告げたり、「返金のためには、試験に

必要なテキスト代４９８，７００円をお支払い頂いて、不合格を４回しても

らい、代理店契約返金４９万円とテキスト代４９８，７００円を返金します。

この方法しか返金できない。現金での返金はできない。」などと告げていた。

しかし、実際には、消費者が過去に締結した他の事業者との契約金の返金は

存在せず、そのために新たな商品を購入し試験を受ける必要もなかった。 

 

 ②顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの（同項第７号） 

   同社は、消費者に対し、「○○から違約金が発生していますよ。手続きの

依頼を受けています。」、「旅行業の関係者を養成する専門学校ですが、旅行

業に関する資格を取りませんか。」などと告げていた。しかし、違約金など

存在せず、また、同社が学校等と関係した業務を行っている事実は認められ

ず、それにより過去の契約金の返金が可能な多額の利益があるという事実も

なかった。 

 

(2)勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）  

同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、その電話が売買契約の締結

について勧誘をするためのものであること及び本件商品の種類について告

げていなかった。 

 

(3)再勧誘（特定商取引法第１７条）  

同社は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、さらに、

その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていた。 
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 (4)威迫・困惑（特定商取引法第２１条第３項） 

同社は、消費者に対し「違約金の請求が来て泣きついても知らねえから

な。」などと告げ、また、消費者を告訴し、会社への名誉毀損で訴えるので

裁判になるなどと告げて、消費者を威迫して困惑させていた。 

 

(5)迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）  

同社は、何度も執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるよう

な仕方で勧誘をしていた。 

 

５．勧誘事例 

 

【事例１】 

 

（有）教育情報社の勧誘員Ｘは、平成１８年１２月、以前ポスティングの

契約をしたことがある消費者Ａの自宅に電話をかけ、「教育情報社エージェン

トサポートのＸと申します。」、「以前ポスティングの仕事をしていたと思うの

ですが、１年以内に収入がない場合、契約金の返金があるということはご存

知だったでしょうか。」、「今後、代理店契約を継続するか、ご縁がなかったと

いうことで、名簿から消すかどうしますか。消す場合は、代理店からの返金

があるので、その返金を受け取らないと消すことはできません。」と告げた。

Ａは、話の内容に不審を感じ「何が言いたいのでしょうか。」と聞き返すと、

Ｘは「返金のためには、試験に必要なテキスト代４９８，７００円をお支払

い頂いて、不合格を４回してもらい、代理店契約返金４９万円とテキスト代

４９８，７００円を返金します。この方法しか返金できない。現金での返金

はできない。」、「支払ったお金はちゃんと返ってくるのですよ、保証書も付く

し。」と告げたが、Ａが「やっぱりいいです。」と断ると、Ｘは「返金分の４

９万円が宙に浮いた状態なので、あくまでも返金のご案内だ」と告げたので、

Ａは「じゃ書類送って下さい。どうするかはそれを見て判断します。」と言っ

て電話を切った。その後、Ｘから「書類は見ていただけましたか？」と電話

がきたが、Ａは「見ましたが内容がおかしいため返金はしなくていいのでや

りません。」と断った。するとＸが「どこがおかしいのですか。この間の電話

できちんと説明したでしょ。」とあまりにも執拗に言ってくるので、Ａが「こ

の電話は録音してあります。」と言うと、Ｘは声を荒げ「じゃわかりました。

書類は会社のものなので配達記録で返して下さい。あと、Ｘ個人であなたを

告訴します。会社のこと、自分への散々の侮辱で私は傷つき名誉毀損で訴え

ます。この電話は録音しておりますのでいまさら駄目ですよ。」、「裁判になり

ますよ。わかりましたか。」、「会社に迷惑をかけているとは思わないんです
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か。」と怒り電話を切った。ＡはＸから告訴したり名誉毀損で訴えると脅され

怖くなり毎日不安を感じていた。 

 

 

【事例２】 

 

（有）教育情報社の勧誘員Ｙは、平成１８年１２月、ちらし配りの代理店

契約をしたことがある消費者Ｂの自宅に電話をかけ、「Ｂさんは、数年前にち

らし配りの仕事の契約をしていましたね。当時契約したお金を取り戻せるん

ですよ。」、「お金が戻ってくるのを知っていますか。」、「ほどんどの人が返金

の手続きをしていますよ。」、「あと手続きをしていないのは数人だけですよ。」、

「当時の契約金の返金を受けるためには、旅行業務取扱主任の試験を受けな

ければなりません。」と告げた。Ｂが「その試験を受けるつもりはないです。」

と断ると、Ｙは「その試験に受かる必要はないです。」、「旅行業務取扱主任の

資格取得の書籍が届きますので、それにはお金がかかります。だけど、その

お金は戻ります。」と告げたが、Ｂは曖昧な返事をして電話を切った。その後

ＹからＢの携帯電話に電話がくるようになり、「これはやらないとならないも

のです。」、「これはやらなければだめだ。」、「書類を送る。」と契約を迫り、何

度も勧誘の電話がしつこくかかってくるようになり、Ｂはずっと不安な気持

ちでいた。その後、書類が自宅に届きＹから電話がきたので、Ｂは契約の意

思もないと申込みを断ったが、Ｙが｢クーリング・オフは出来ない、無効だ。」、

「日にちを過ぎてしまったから駄目だ。」、「これは契約してちゃんとやって。」、

「届く書類は開けないとだめ。」と語気荒く告げたので、Ｂは恐ろしくなって

消費生活センターに相談したところ、同センターから書類を同社に返送する

ように言われたので、書類を開けずにそのまま同社に送り返した。 

 

 

【事例３】 

 

（有）教育情報社の勧誘員Ｚは、平成１９年６月、パソコン講座を受けた

ことがある消費者Ｃの自宅に電話をかけ、「以前パソコンの仕事の契約をされ

て、仕事ができなくて、収入のなかった人に教材費を返しています。」と告げ

た。Ｃが「お宅はなんていうんですか。」と聞くと、Ｚが「教育情報社のＺと

申します。教材を作って○○に納めていた会社です。」、「受け取ってもらわな

いと困ります、あなたのお金ですから。」と告げたので、Ｃは「お金は要りま

せん。」と断った。Ｚは「返還金はすぐには返せません。それよりも総合旅行

管理者の講座を受けて、試験を受けて合格したら教材費にプラスしてお祝い

金を受け取れる方法があります。こちらは３０万円プラスになりますよ。」、
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「不合格返金制度というのもあります。」と告げたうえ、勧誘員Ｖに替わり、

Ｖは「あなたのお金なので、受け取ってもらわないと困ります。」、「総合旅行

管理者の講座を受けていただかないと、お金を返せません。」、「以前支払った

５０万とか、６０万とかのお金が返るといいじゃないですか。」、「○○に教材

費で払ったお金がまるまる戻って、プラス不合格返金制度を使えば、今回教

材を送りますけど、そのお金もプラスして入ります。」などと勧誘を迫ったが

Ｃは断った。その後ＶがＣに電話をかけ、いきなり「何で電話に出ないんで

すか。」と強めの口調で告げたので、Ｃが「消費生活センターに相談している。」

と言うと、Ｖは「仕事をしていないし、この総合旅行管理者講座を受けずに、

不合格返金制度を利用しないから、○○から違約金が発生していますよ。手

続きの依頼を受けています。」と告げたので、Ｃが「お宅と一切関わりを持ち

たくありませんので、書類を送り返します。契約もしません。書類はどこに

送り返したらよいですか。」ときっぱり断った。すると、Ｖは急に言葉遣いが

荒くなり、「北海道のセンターに決まっているだろうが。」、「違約金の請求が

来て泣きついても知らねえからな。」と脅し口調で告げた。Ｃは電話の間、脅

迫されていると感じ、Ｖに会社名とＶの名前を警察に通報すると言った。 

 

 

【事例４】 

 

（有）教育情報社の勧誘員Ｗは、平成１９年１月、化粧品などの代理店契

約をしたことのある消費者Ｄの自宅に電話をかけ、「Ｄさん以前チラシ配りの

内職をしていませんでしたか。」、「その時の契約金を返金する制度があるのを

ご存じでしたか。」、「契約金の返金は、現金では返すことが出来ません。それ

は、現金で返すと横流しになります。ですから違う形で返金したいのです。

Ｄさんに旅行業務取扱管理者試験の教材を買って貰い、資格試験に合格した

ら返金します。新たな資格をもっていても損はないですよ。」と告げた。Ｄは、

今更試験を受ける気力もなかったので、「資格は取りません。」と答えると、

Ｗは「試験に落ちても返金します。合格した場合は、祝い金が貰え、不合格

の場合も代理店の返金と教材代金も戻ってきます。」、「返金手続きをするため

に資料を送る。」と何度も繰り返し告げたので、Ｄは不合格でも代理店の契約

金も返金され、教材代金も戻るのであればと思い承諾した。数日後、ＷはＤ

に電話をかけ「書類は届きましたか。」、「現金では返金できないので資格試験

の教材を購入し、合格したら祝い金がある。」、「支払ったお金は戻ってきます。

「保証書」もあります。」、「試験に合格したら、祝い金３０万円に返金の４９

万円を合わせて支給します。」、「試験を受けなくてもいいです。４回の不合格

の資料を会社に出してもらうと代理店契約返金４９万円とテキスト代４７６，

１９０円を返金します。」と告げ、Ｄに「教材契約申込書」に署名、印鑑を押
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して送り返すよう何度も契約を迫った。しかし、Ｄは勧誘は教材の販売が目

的であり、自分は資格を取る意思が全くないし、話がおかしいと思い「契約

はしません。」と断り続けた。このような押し問答が５０分くらい続き、段々

Ｗの言葉が荒くなってきて不安を感じたので、Ｄは「夫に相談します。」と言

って電話を切った。 

－８－ 



株式会社Ｉ・Ｎ・Ｅに対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

(1)名称：株式会社Ｉ・Ｎ・Ｅ 

(2)代表者：代表取締役 長田 光平 

(3)所在地：札幌市中央区南８条西１丁目６番１号 

      （登記上の所在地）札幌市中央区南十条西十丁目１番２０号 

(4)資本金：１万円 

(5)設立：平成１９年８月２９日 

(6)取引形態：電話勧誘販売 

(7)取扱商品：①教材（行政書士講座） 

②教材（宅地建物取引主任者講座） 

      （以下「本件商品」という。） 

(8)従業員：３名 

 

２．取引の概要 

株式会社Ｉ・Ｎ・Ｅは、本件商品の電話勧誘販売を行う際に、過去に内職

等の契約をした個人の氏名等が記載された名簿等を使用して、消費者に対し、

過去に契約した他の事業者との契約金の返金が可能であるかのように告げた

上で、その返金を受けるためには、本件商品の購入が必要であり、資格試験

に４回落ち続ければ、本件商品の購入代金と合わせて返金されるなどと虚偽

の説明を行い、勧誘を行っていた。 

また、同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、その電話が売買契約

の締結について勧誘をするためのものであること及び本件商品の種類につい

て告げていなかった。また、勧誘を行うに際し、偽名を使用していた。 

さらに、同社は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、

その電話で勧誘を続け、長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚

えさせるような仕方で勧誘をしていた。 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

 (1)業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、 

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘をすること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

 (2)業務停止命令の期間 

平成１９年１２月２０日から平成２０年６月１９日まで（６か月間） 
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４．業務停止命令の原因となる事実 

 (1)不実告知（特定商取引法第２１条第１項） 

①顧客が売買契約の締結を必要とする事情に関する事項（同項第６号） 

     同社は、消費者に対し、「○○さんが過去に契約した３６万８千円を当社

が返金します。」、「いままでだまし取られたお金もちゃんとうちでお世話し

ます。」などと、過去に契約した他の事業者との契約金の返金が可能である

かのように告げた上で、「とりあえず、うちの受講生になって下さい。」、「最

初に受講生になるための金額は４９万８千円です。」、「４回試験を受けて全

てダメだった場合は、最初にかかった費用４９万８千円はすべてお返しし

ます。」などと告げていた。しかし、実際には消費者が過去に締結した他の

事業者との契約金の返金は存在せず、そのために新たな商品を購入し試験

を受ける必要もなかった。 

 

  ②顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの（同項第７号） 

   同社は、消費者に対し、「Ｉ・Ｎ・Ｅはいろんな学校に、専門学校とか大

学に教科書、教本を卸しているので、たくさんの数量が出ていくのでうん

と利益が上がる。」などと告げていた。しかし、同社が学校等と関係した業

務を行っている事実は認められず、それにより過去の契約金の返金が可能

な多額の利益があるという事実もなかった。 

 

(2)勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）  

同社は、その勧誘に先立って、消費者に対し、その電話が売買契約の締結

について勧誘をするためのものであること及び本件商品の種類について告

げていなかった。また、勧誘を行うに際し、偽名を使用していた。 

 

(3)再勧誘の禁止（特定商取引法第１７条）  

同社は、売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、さらに、そ

の電話で勧誘を続けていた。 

 

(4)迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）  

同社は、長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさ

せるような仕方で勧誘をしていた。 
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５．勧誘事例 

 

【事例１】 

 

（株）Ｉ・Ｎ・Ｅの勧誘員Ｘは、平成１９年９月、消費者Ａの携帯電話に電

話をかけ、「株式会社Ｉ・Ｎ・ＥのＸと申します。当社は、以前通信講座を受講

されていた方が、悪徳業者といいますか、実際に講座は受けたけれども仕事に

結びつかなかった、という方を対象に救済制度を設けています。」と告げた。Ａ

が過去に契約した金額がだいたい３６万８千円くらいだと伝えたところ、Ｘは

「では、Ａさんが過去に契約した３６万８千円を当社が返金します。」と告げた

上で、「過去の契約金の返金を受けるためには、条件があります。行政書士の資

格を取っていただくために、当社から行政書士の資格取得の教材を購入してい

ただきます。それで、過去の契約時のお金の返金はしますが、加えて、行政書

士の試験に１回合格すればその教材費用も全額返ってきます。２回目、３回目

で合格してもお金は返ってきませんが、４回続けて試験に落ちるか、その後試

験に落ち続ければ、行政書士の資格取得の教材の費用も全額が返ってきます。」

と告げた。Ａは不審に思い、Ｘに返金分の金銭の出所について聞いたところ、

Ｘは「行政書士の資格を取る生徒を資格関係の学校に当社が紹介することで、

学校や協会の方から紹介料、手数料という形で、当社にお金が入るので、当社

もそれで成り立っているのです。」と告げた。Ａは一度電話を切ったが、後日、

別の勧誘員ＹがＡの携帯電話に電話をかけ、Ｘと同様の内容をしつこく告げた

ので、ＡはＹに「もうちょっと考えさせてください。」と言ったところ、Ｙは「じ

ゃあ、いつまでですか？」と期限を決めるようなことを迫り、さらにＹは「個

人の方ではあれですが、我々は企業としてやっていますから。過去の契約金の

返金とかも、我々にとってはたいした額ではなくて、我々は何億という金額で

動いてますからね。」、「だから、何回も言っているように、うちもボランティア

でやっているわけではなくて、利益が出なければ成り立たないので、資格取得

の学校に生徒さんを紹介することで、手数料が入りますし、これも、何十人と

かいう単位ではなくて、かなり多くの単位で紹介しているんですよ。」と告げた

り、「個人で考えると過去の契約金の返金はたいへんな額だと思いますが、会社

全体としてみればそのくらいの金額はたいした額ではないんですよ。」などとＡ

に告げた。 
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【事例２】 

 

（株）Ｉ・Ｎ・Ｅの勧誘員Ｚは、平成１９年９月、消費者Ｂの自宅に電話を

かけ、「Ｂさんいらっしゃいますか。」、「以前資格を取るためにお勉強されてい

ますよね。」などと告げた。Ｂが過去に行政書士とパソコン教材で合計１００万

円を超える契約をしていたことを伝えると、Ｚは「その時の払ったお金、そう

いった資格商法なんかでだまされた人達を助けたい。」、「とりあえず、騙された

人達に支援金を出して援助したい。」などと告げ、さらにＺは「絶対、Ｂさん損

はさせませんから。」、「いままでだまし取られたお金もちゃんとうちでお世話し

ます。」、「うちで代わってお支払いします。」と告げた。Ｂが「そのお金はどこ

から出るんですか。」と言うと、Ｚは「Ｉ・Ｎ・Ｅはいろんな学校に、専門学校

とか大学に教科書、教本を卸しているので、たくさんの数量が出ていくのでう

んと利益が上がる。」、「ものすごい利益がある。だからあなたに支払う１００万、

２００万という金は、負担にはなりません。」と告げた上で、「支援金をお支払

いするためには、まず、うちの受講生になっていただくことが条件になります。」、

「とりあえず、うちの受講生になって下さい。」などと告げて、新たに宅地建物

取引主任者の資格教材の購入を勧めた。Ｚは購入費用について「最初に受講生

になるための金額は４９万８千円です。」、「４回試験を受けて全てダメだった場

合は、最初にかかった費用４９万８千円はすべてお返しします。」、「もし宅建を

１回で合格したならば、その時３０万円お支払いします。」と告げたが、Ｂは信

じられないと思い「いまさら必要ありませんから。」と断った。しかし、Ｚは「そ

れでも大丈夫だから、私たちを信じて下さい。」、「絶対に裏切りませんから。」

などとしつこく告げたので、Ｂは「もう、結構ですので。」と言ったが、電話を

切ってもらえず、仕方なく書類を送ってもらうことにした。電話は午後７時頃

にかかり、電話を切ったときには２時間ほどが経過していた。 
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